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2
面
へ
続
く

１�

．「
会
社
の
責
に
帰
す
べ
き
事

由
」に
該
当
す
る
休
業
と
休

職
の
違
い
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

・�

「
会
社
の
責
に
帰
す
べ
き
事

由
」
に
該
当
す
る
制
度
は
、

提
案
し
て
い
る
「
休
業
」
と

「
待
命
休
職
」
の
み
。

・�

休
業
指
示
の
賃
金
＝
「
平

均
賃
金
の
60
／
１
０
０
以

上
」
、
待
命
休
職
の
賃
金
＝

「
平
均
賃
金
の
60
／
１
０

０
」
会
社
と
し
て
待
命
休
職

の
賃
金
（
支
給
率
）
を
変
更

す
る
考
え
は
な
い
。

・�

「
天
災
事
変
な
ど
不
可
抗

力
」
の
場
合
は
「
会
社
の
責

に
帰
す
べ
き
事
由
」
に
は
な

ら
な
い
。

・�

運
用
場
面
で
は
様
々
な
ケ
ー

ス
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
同

一
事
象
で
「
休
業
」
と
「
待

命
休
職
」
が
混
在
す
る
可
能

性
も
あ
る
。
賃
金
に
差
は
あ

る
も
の
の
、
社
員
に
は
事
前

に
し
っ
か
り
と
説
明
し
て
い

く
。

２�

．「
休
業
」（
指
示
）と「
待
命

休
職
」（
発
令
）の
判
断
基
準

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

・�

基
本
的
に
一
定
期
間
の
予

測
が
で
き
れ
ば
「
待
命
休

団
体
交
渉
を
通
じ
て「
休
業
」を
指
示
す
る
場
合
は
、企
業
活
動

に
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
で
な
け
れ
ば
行
わ
な
い
こ
と
を
確
認
！

休
業
指
示
に
係
る

就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て

「
休
業
」
は
社
員
の
生
活
に
直
結
す
る
た
め
、

不
明
確
、
不
確
定
に
は
で
き
な
い
！

職
」
、
そ
の
月
の
中
の
数
日

で
収
ま
る
よ
う
な
事
象
で
あ

れ
ば
「
休
業
」
と
な
る
。
会

社
が
そ
の
都
度
、
状
況
を
見

て
判
断
す
る
。

・�

「
休
業
」
と
の
併
用
を
含
め

て
長
期
間
に
わ
た
っ
て
経
営

に
打
撃
が
出
る
よ
う
な
場
合

は
「
待
命
休
職
」
を
発
令
す

る
こ
と
も
想
定
し
て
い
る
。

●�

労
働
基
準
法・休
業
手
当

第�

26
条　

使
用
者
の
責
に

帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る

休
業
の
場
合
に
お
い
て

は
、
使
用
者
は
、
休
業

期
間
中
当
該
労
働
者

に
、
そ
の
平
均
賃
金
の

１
０
０
分
の
60
以
上
の

手
当
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

●�「
会
社
の
責
に
帰
す
べ
き

事
由
」と
は

　

労
働
基
準
法
に
規
定
す

る
「
使
用
者
（
会
社
）
の

責
に
帰
す
べ
き
事
由
」

は
、
使
用
者
（
会
社
）
の

故
意
や
過
失
に
よ
る
休
業

は
も
と
よ
り
、
経
営
や
管

理
上
の
障
害
に
よ
る
休
業

を
含
む
ほ
か
、
天
災
地
変

や
こ
れ
に
準
ず
る
程
度
の

不
可
効
力
に
よ
る
休
業

以
外
の
も
の
は
「
使
用
者

（
会
社
）
の
責
に
帰
す
べ

き
事
由
」
と
さ
れ
て
い

る
。

３�

．休
業
を
命
じ
た
場
合
に
お

け
る
平
均
賃
金
の
算
定
に

お
い
て
、賃
金
の
総
和
に
含

ま
れ
な
い
賃
金
、手
当
、そ
の

他（
寒
冷
地
手
当
、期
末
手

当
、各
種
表
彰
金
、住
宅
援

助
金
、利
子
補
給
、旅
費
等
）

を
、全
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。

・�

平
均
賃
金
の
算
定
に
あ
た
っ

て
は
「
月
単
位
」
で
支
払
っ

て
い
る
も
の
が
基
本
。
（
緊

急
呼
出
手
当
、
通
勤
手
当
、

別
居
手
当
は
含
む
）

・�

賃
金
規
程
第
3
条
で
定
め
て

い
る
賃
金
の
種
別
の
う
ち
、

総
和
に
含
ま
れ
な
い
の
は

「
寒
冷
地
手
当
」
「
期
末
手

当
」
で
あ
る
。
ま
た
「
各
種

表
彰
金
」
「
各
種
援
助
金
」

「
持
株
奨
励
金
」
は
含
ま
な

い
。

・�

平
均
賃
金
の
算
出
方
法
は
就

業
規
則
に
明
記
し
な
い
。
労

働
基
準
法
第
12
条
に
則
っ
て

扱
う
。

・�

「
休
業
」
を
行
う
場
合
、

間
違
い
が
な
い
よ
う
に
労

基
署
や
厚
生
労
働
省
に
確

認
を
と
る
。

４�

．休
業
指
示
が
複
数
月
に
及

ん
だ
場
合
、平
均
賃
金
の
算

定
に
あ
た
る
起
算
日
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。

・�

起
算
日
の
基
本
は
、
事
象
が

発
生
し
た
前
三
ヶ
月
で
あ

る
。
休
業
日
数
と
賃
金
額

は
、
前
三
ヶ
月
の
期
間
お
よ

び
賃
金
総
額
か
ら
は
控
除
す

る
。

・�

会
社
と
し
て
一
定
の
「
決

め
」
は
な
い
。
一
つ
の
事
象

に
お
け
る
休
業
指
示
の
都
度

考
え
て
い
く
。

・�

基
本
は
労
働
基
準
法
に
則
る

が
、
事
象
に
よ
っ
て
労
基
署

な
ど
に
確
認
を
し
な
が
ら
、

会
社
と
し
て
判
断
し
て
い

く
。

●�

労
働
基
準
法
・
平
均
賃
金

　
※
一
部
省
略

第�

12
条　

こ
の
法
律
で
平

均
賃
金
と
は
、
こ
れ
を

算
定
す
べ
き
事
由
の
発

生
し
た
日
以
前
三
箇
月

間
に
そ
の
労
働
者
に
対

し
支
払
わ
れ
た
賃
金
の

総
額
を
、
そ
の
期
間
の

総
日
数
で
除
し
た
金
額

を
い
う
。

５�

．「
業
務
量
の
減
少
そ
の
他

経
営
上
の
都
合
」以
外
に
休

業
、待
命
休
職
を
行
う
こ
と

が
あ
る
の
か
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。ま
た
、そ
の
運
用
の
考

え
方
に
つ
い
て
具
体
的
に
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。

６�

．「
会
社
の
責
に
帰
す
べ
き
事

由
」以
外
に
休
業
、待
命
休

職
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
か

明
ら
か
に
す
る
こ
と
。ま
た
、

そ
の
運
用
の
考
え
方
に
つ
い

て
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。

・�

「
業
務
量
の
減
少
そ
の
他
経

営
上
の
都
合
」
お
よ
び
「
会

社
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」

以
外
に
、
休
業
や
待
命
休
職

を
行
う
こ
と
は
あ
る
。
休
業

指
示
は
会
社
の
判
断
で
行

う
。

・�

自
然
災
害
や
天
災
事
変
な
ど

「
会
社
の
責
に
帰
さ
な
い
事

由
」
で
も
、
休
業
を
指
示
す

る
こ
と
は
あ
る
。

・�

就
業
規
則
上
の
「
会
社
の

責
に
帰
す
べ
き
事
由
」
と

は
「
業
務
量
の
減
少
そ
の

他
経
営
上
の
都
合
」
で
あ

る
。

７�

．休
業
時
の
賃
金
の
取
り
扱

い
に
お
い
て
、賃
金
を
支
給

し
な
い
こ
と
が
あ
る
の
か
明

ら
か
に
す
る
こ
と
。

・�

労
働
基
準
法
に
則
り
「
会
社

の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
」
の

場
合
、
必
ず
休
業
手
当
を
支

給
す
る
が
、
天
災
事
変
の
場

合
は
休
業
手
当
を
支
給
す
る

こ
と
は
な
い
。

・�

特
措
法
な
ど
、
国
に
よ
る
救

済
措
置
の
可
能
性
は
あ
る
が

「
会
社
の
責
に
帰
さ
な
い
事

由
」
の
場
合
に
は
、
休
業
手

当
を
支
給
す
る
考
え
は
な

い
。

・�

天
災
事
変
の
際
の
社
員
へ
の

休
業
指
示
は
、
事
象
ご
と
に

判
断
し
、
説
明
し
て
い
く
。

・�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
関

し
て
、
厚
生
労
働
省
は
「
不

可
抗
力
で
会
社
の
責
で
は
な

い
」
と
「
見
解
」
を
出
し
て

い
る
。
国
の
「
補
助
金
制

度
」
の
活
用
も
あ
る
が
、
一

律
に
休
業
手
当
を
「
支
給
す

る
、
し
な
い
」
で
は
な
く
、

発
生
の
都
度
、
判
断
し
て
い

く
。

・�

基
本
的
な
考
え
と
し
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
に
よ
る
「
休
業
」
に
つ
い

て
は
、
休
業
手
当
を
支
給
す

る
必
要
は
な
い
。

８�

．休
業
を
命
じ
た
日
は「
年

次
有
給
休
暇
」の「
出
勤
日

数
」の
定
め
で
あ
る
就
業
規

則
第
71
条「(

６)�

会
社
の

責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り

休
業
し
た
期
間
」に
該
当
す

る
の
か
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。

・�

「
休
業
」
と
「
待
命
休

職
」
の
場
合
「
会
社
の
責

に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り

休
業
し
た
期
間
」
に
該
当

す
る
。

・�

天
災
事
変
な
ど
「
会
社
の
責

に
帰
す
べ
き
事
由
」
の
場
合

は
該
当
し
な
い
。

９�

．寒
冷
地
手
当
の
基
準
日
現

在
に
休
業
を
命
じ
た
場
合
の

支
給
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
。

・�

「
休
業
」
は
「
会
社
が
特
に

指
定
し
た
場
合
を
除
く
」
と

し
て
お
り
、
通
常
通
り
に
支

払
う
。

10�

．休
業
を
命
じ
た
場
合
に
お

け
る
寒
冷
地
手
当
の
支
給

額
調
整
に
つ
い
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。

・�

「
休
業
」
は
「
支
給
額
調

整
」
に
入
ら
な
い
。

・�

「
待
命
休
職
」
は
、
就
業
規

則
通
り
に
取
り
扱
う
。

11�

．社
員
と
出
向
社
員
で「
休

業
」の
取
り
扱
い
で
異
な
る

内
容
を
全
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
。

・�

出
向
会
社
の
就
業
規
則
で

「
休
業
制
度
」
が
な
け
れ

ば
休
業
は
指
示
で
き
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
ご

と
の
勤
務
制
度
に
則
り
取

り
扱
う
。

・�
出
向
社
員
で
「
労
働
条
件

は
出
向
会
社
基
準
」
「
賃

金
は
Ｊ
Ｒ
基
準
」
の
場

合
、
出
向
会
社
の
勤
務
制

度
で
の
判
断
、
指
示
と
な

る
が
、
発
生
の
都
度
、
会

社
間
で
調
整
を
図
る
。
賃

金
は
Ｊ
Ｒ
基
準
と
な
る
。

・�

「
二
重
休
職
」
は
で
き
な

い
た
め
、
出
向
社
員
を
休

職
さ
せ
る
場
合
は
、
一
度

Ｊ
Ｒ
に
復
職
さ
せ
て
か
ら

「
待
命
休
職
」
を
発
令
す

る
場
合
も
あ
る
。

12�

．社
員
と
エ
ル
ダ
ー
社
員
で

「
休
業
」の
取
り
扱
い
で
異

な
る
内
容
を
全
て
明
ら
か
に

す
る
こ
と
。

・�

本
体
と
出
向
の
エ
ル
ダ
ー

社
員
に
よ
っ
て
違
い
は
あ

る
が
、
賃
金
は
「
平
均
賃

金
の
60
／
１
０
０
以
上
」

と
社
員
と
同
じ
扱
い
に
な

る
。
日
割
計
算
の
考
え
方

も
、
定
額
で
「
月
単
位
」

で
支
払
わ
れ
て
い
る
手
当

は
計
算
の
対
象
に
な
る
。

「
平
均
賃
金
」
の
考
え
方

も
社
員
と
同
じ
で
あ
る
。

・�

エ
ル
ダ
ー
社
員
に
「
待
命

休
職
」
は
な
い
。
エ
ル
ダ

ー
社
員
は
最
高
で
五
年
の

有
期
雇
用
と
な
る
た
め

「
待
命
休
職
」
を
使
う
想

定
は
し
て
い
な
い
。
現
時

点
で
新
た
に
「
待
命
休

職
」
を
設
け
る
考
え
は
な

い
。

・�

同
一
事
象
、
同
一
理
由
で

の
「
休
業
」
の
場
合
、
社

員
と
エ
ル
ダ
ー
社
員
の
休

業
手
当
の
支
給
率
に
差
を

つ
け
る
考
え
は
な
い
。
た

だ
し
「
ま
っ
た
く
な
い
」

と
は
言
え
な
い
。

・�

エ
ル
ダ
ー
社
員
の
休
業
手

当
の
日
割
計
算
に
つ
い
て

は
、
基
本
的
に
は
社
員
と

同
じ
で
あ
る
。

13�

．社
員
と
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ

フ
で「
休
業
」の
取
り
扱
い
で

異
な
る
内
容
を
全
て
明
ら
か

に
す
る
こ
と
。

・�

「
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ス
タ
ッ

フ
就
業
規
則
」
に
は
、
年

休
付
与
の
出
勤
日
数
の
定

め
に
「
会
社
の
責
に
帰
す

る
事
由
の
休
業
」
は
な

い
。

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
」
の
感
染
拡

大
防
止
を
目
的
と
し
た

「
休
業
」
は
実
施
し
な

い
こ
と
！

　
感
染
拡
大
防
止
単
独
の
目

的
で
は
「
休
業
は
指
示
し
な

い
」
と
す
る
基
本
的
な
認
識

は
一
致

経�

営
側
：
考
え
方
は
組
合
か

ら
言
わ
れ
て
い
る
通
り
だ

が
「
感
染
予
防
だ
け
で
休

業
を
実
施
し
な
い
」
と
は

言
い
切
れ
な
い
。
限
り
な

く
ゼ
ロ
に
近
い
が
、
リ
ス

ク
に
備
え
る
た
め
に
「
ゼ

ロ
」
と
は
言
え
な
い
。
感

染
拡
大
防
止
の
観
点
を
含

め
て
「
休
業
」
を
指
示
す

る
場
合
も
あ
る
。

組�

合
側
：
提
案
の
目
的
か
ら

考
え
て
「
感
染
拡
大
防

止
」
単
独
の
目
的
で
「
休

業
」
は
あ
り
得
な
い
。

「
休
業
」
は
「
企
業
活
動

の
停
止
ま
た
は
大
幅
な
縮

小
」
に
よ
り
、
収
益
確
保

が
困
難
な
と
き
に
実
施
す

る
も
の
で
は
な
い
の
か
。

感
染
拡
大
防
止
を
目
的
と

し
て
行
う
べ
き
で
は
な

い
。

経�

営
側
：
基
本
的
な
考
え
方

は
組
合
と
一
緒
で
あ
る
。

　
「
休
業
指
示
に
係
る
就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
」
に
関
し
て
、
二
次
に
わ
た
り
申
し
入

れ
を
行
い
、
団
体
交
渉
を
開
催
し
て
き
た
。

　
団
体
交
渉
の
内
容
を
踏
ま
え
、
組
合
員
か
ら
は
経
営
側
の
判
断
だ
け
で
、
そ
の
都
度
決
定
さ

れ
る
こ
と
に
多
く
の
不
安
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　
「
業
務
量
の
減
少
そ
の
他
経
営
上
の
都
合
」
は
労
働
者
に
と
っ
て
雇
用
不
安
に
つ
な
が
る
最

重
要
課
題
で
あ
り
、
労
働
基
準
法
を
上
回
る
労
働
協
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
、
安
心
し
て
働
け

る
環
境
を
求
め
、
8
月
14
日
に
申
第
三
十
九
号
で
第
三
次
申
し
入
れ
を
提
出
し
、
8
月
25
日
に

団
体
交
渉
に
臨
ん
だ
。

　
今
団
体
交
渉
で
は
、
経
営
側
と
認
識
の
一
致
が
図
れ
た
部
分
も
あ
っ
た
。
企
業
活
動
が
困
難

に
な
っ
た
場
合
、
前
向
き
に
み
れ
ば
雇
用
確
保
の
た
め
に
休
業
も
仕
方
無
い
部
分
も
あ
る
が
、

賃
金
が
下
が
る
こ
と
に
よ
る
生
活
へ
の
不
安
も
あ
り
、
組
合
員
、
社
員
は
不
安
感
を
抱
い
て
い

る
。
今
後
も
労
使
で
議
論
を
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
。

※
記
載
は
要
旨

　
8
月
7
日
に
申
第
三
十
七
号
「
休
業
指
示
に
係
る
就
業
規
則
等
の
改
正
に
つ
い
て
」
に
関
す

る
第
二
次
申
し
入
れ
の
団
体
交
渉
を
開
催
し
た
。

　
第
一
次
申
し
入
れ
の
団
体
交
渉
で
わ
か
っ
た
内
容
か
ら
、
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
べ
く
賃
金

や
運
用
面
に
つ
い
て
経
営
側
と
議
論
を
交
わ
し
た
。

　
「
会
社
の
責
に
帰
さ
な
い
事
由
」
の
際
に
は
、
休
業
指
示
が
出
さ
れ
て
も
休
業
手
当
が
出
な

い
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
や
「
発
生
の
都
度
、
判
断
す
る
」
と
回
答
が
曖
昧
な
と
こ
ろ
も
あ
り
、

休
業
に
対
す
る
判
断
基
準
が
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
中
で
、
休
業
の
指
示
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ

と
を
主
張
し
て
き
た
。

※
記
載
は
要
旨
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私
は
昭
和
56
年
2
月
1
日

に
旧
国
鉄
に
入
社
し
、
初
め

て
配
属
に
な
っ
た
の
は
東
北

本
線
の
花
巻
駅
で
し
た
。

　

当
初
私
は
駅
配
属
な
の

で
、
窓
口
で
切
符
を
売
っ
た

り
改
札
を
し
た
り
す
る
イ

メ
ー
ジ
で
し
た
が
、
配
属

さ
れ
た
そ
の
日
に
手
渡
れ
た

物
は
、
ヘ

ル
メ
ッ
ト

に
ス
パ
ッ

ツ
、
軍
手

と
作
業
服

で
し
た
。

　

私
の
抱

い
て
い
た

イ
メ
ー
ジ

と
は
か
け

離
れ
て
お
り
、
一
瞬
こ
れ
は

何
だ
と
思
い
ま
し
た
。　

そ

の
作
業
た
る
は
、
駅
構
内
で

貨
物
の
入
れ
換
え
、
デ
ィ
ー

ゼ
ル
機
関
車
や
客
車
の
解
結

作
業
、
ポ
イ
ン
ト
清
掃
な
ど

で
し
た
。

　

機
関
車
か
ら
突
放
さ
れ
た

貨
車
に
飛
び
乗
っ
た
り
、
飛

び
降
り
た
り
で
、
今
振
り
返

っ
て
見
る
と
良
く
無
事
に
す

ん
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か

も
、
二
徹
、
三
徹
は
当
た
り

前
と
い
う
日
常
で
し
た
。
し

か
し
「
安
全
」
と
い
う
文
字

が
絵
空
ご
と
で
は
な
く
、
体

に
染
み
つ
い
た
貴
重
な
体
験

を
し
た
と
今
で
は
感
じ
て
い

ま
す
。

　

次
に
「
組
合
」
と
の
出
会

い
で
す
が
、
当
時
は
自
民
党

と
社
会
党
の
二
大
政
党
が
政

権
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
る

時
代
で
し
た
。
（
今
よ
り
わ

か
り
や
す
い
）
当
然
、
私
の

職
場
に
も
労
働
組
合
が
あ

り
、
加
入
し
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
労
働
環

境
を
改
善
で
き
た
ら
と
思
っ

た
か
ら
で
す
。

　

組
合
活
動
で
一
番
印
象
に

残
っ
て
い
る
の
は
「
青
年
部

中
央
行
動
」
で
す
。
こ
れ
は

毎
年
「
春
闘
」
の
一
環
と
し

て
、
全
国
か
ら
青
年
部
の
仲

間
が
代
々
木
公
園
や
上
野
公

園
等
々
に
集
ま
り
、
東
京
都

内
を
デ
モ
行
進
し
た
こ
と
で

す
、
そ
の
人
数
は
数
千
人
に

の
ぼ
り
、
横
一
列
に
数
名
の

グ
ル
ー
プ
で
腕
を
組
み
「
春

闘
勝
利
！
」
「
合
理
化
粉

砕
！
」
と
声
を
上
げ
な
が
ら

ジ
グ
ザ
グ
行
進
す
る
も
の
で

し
た
。
機
動
隊
の
方
々
と
揉

め
る
シ
ー
ン
も
随
所
で
見
ら

れ
ま
し
た
。
今
で
は
、
あ
ん

な
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
選
挙

と
な
る
と
、
選
挙
活
動
に
あ

け
く
れ
た
思
い
出
が
あ
り
ま

す
。
も
っ
と
も
あ
の
頃
は
社

会
情
勢
が
そ
う
さ
せ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
今
は
ど
う
で
し

ょ
う
か
!?�

Ｊ
Ｒ
も
そ
う
で

す
が
、
他
企
業
も
労
働
組
合

加
入
者
の
減
少
が
目
立
ち
ま

す
。
時
代
の
流
れ
と
は
い

え
、
自
分
自
身
も
今
一
度

「
労
働
組
合
の
存
在
意
義
は

何
な
の
か
」
問
い
た
だ
し
、

他
の
社
員
に
も
伝
え
て
い
か

な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
私
の
鉄
道
人
生
も

後
一
年
数
ヶ
月
と
な
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
も
一
組
合

員
と
し
て
「
安
全
作
業
」
に

徹
し
、
鉄
道
人
生
を
全
う
し

ま
す
。

和
泉 

仁 

さ
ん  （
田
沢
湖
線 

雫
石
駅
）

盛
岡
地
方
本
部

私
の
○
○
ヒ
ス
ト
リ
ー

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
単
独
で

「
休
業
」
を
指
示
す
る
こ

と
は
な
い
。
「
運
休
＝
業

務
量
の
減
少
」
「
3
密
防

止
（
感
染
拡
大
防
止
）
＝

そ
の
他
経
営
上
の
都
合
」

に
よ
る
複
合
的
な
目
的
と

な
る
。

「
休
業
」
を
実
施
す
る
場

合
に
は
事
前
（
や
む
を
得

な
い
場
合
は
事
後
）
に
労

使
協
議
を
行
う
こ
と
！

労
使
協
議
の
必
要
性
に
つ
い

て
は
議
論
が
平
行
線

経�

営
側
：
経
営
の
判
断
で
指

示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

労
使
で
議
論
す
る
こ
と
は

否
定
し
て
い
な
い
。
会
社

と
し
て
必
要
な
情
報
を
提

供
し
て
い
く
。
組
合
側
か

ら
提
起
が
あ
れ
ば
「
労
働

協
約
」
に
基
づ
き
議
論
す

る
。

組�

合
側
：
賃
金
は
労
働
条
件

の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、

労
働
組
合
に
提
案
し
な
い

理
由
が
分
か
ら
な
い
。

「
休
業
」
は
組
合
員
の
雇

用
と
安
心
し
た
生
活
に
直

結
す
る
。
「
休
業
」
の
判

断
に
至
る
ま
で
の
経
営
努

力
、
今
後
の
見
通
し
な
ど

を
明
確
に
す
る
事
前
の
労

使
協
議
を
求
め
る
。

人
件
費
の
抑
制
を
目
的
と

し
た
「
休
業
」
は
実
施
し

な
い
こ
と
！

人
件
費
の
抑
制
を
目
的
と
し

た
「
休
業
は
実
施
し
な
い
」

こ
と
を
確
認

経�

営
側
：
組
合
の
言
う
通
り

「
休
業
」
は
人
件
費
の
抑
制

を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な

い
。
「
業
務
量
の
減
少
そ
の

他
経
営
上
の
都
合
」
に
つ
い

て
の
「
休
業
」
は
外
的
要
因

に
よ
る
も
の
で
、
会
社
の
効

率
化
施
策
に
よ
る
「
業
務
量

の
減
少
」
を
理
由
に
「
休

業
」
を
使
う
も
の
で
は
な

い
。

特
定
の
一
部
社
員
や
一
部
の

職
場
、一
部
の
支
社
ま
た
は

一
部
の
エ
リ
ア
と
す
る
運

用
は
行
わ
な
い
こ
と
！

運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
認
識
を
一
致

経�

営
側
：
例
え
ば
あ
る
職
場
で

大
規
模
運
休
に
な
っ
た
と
き

「
業
務
量
の
減
少
」
と
な
っ

て
「
休
業
」
す
る
こ
と
は
あ

り
得
る
。
「
な
い
」
と
は
言

い
切
れ
な
い
。
た
だ
、
他
職

場
か
ら
の
応
援
な
ど
に
よ
り

当
該
職
場
に
余
力
が
出
た
と

し
て
も
「
休
業
」
を
指
示
す

る
考
え
は
な
い
。

「
休
業
」
を
実
施
す
る
場

合
は
、
社
員
間
に
差
が
出

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
！

社
員
間
に
差
が
出
な
い
よ
う

平
準
化
を
図
る
と
し
た
認
識

は
一
致

経�

営
側
：
職
場
ご
と
、
職
制
ご

と
で
は
な
く
、
担
務
ご
と
で

不
公
平
感
が
出
な
い
よ
う
に

し
た
い
。
し
か
し
、
公
平
に

な
る
よ
う
に
努
力
す
る
が
、

結
果
と
し
て
公
平
に
な
ら
な

い
場
合
も
あ
る
。
平
準
化
に

む
け
て
、
会
社
と
し
て
は

「
均
一
化
す
る
」
ス
タ
ン
ス

に
あ
る
。

「
休
業
」
を
実
施
す
る
場

合
は
、
当
該
社
員
に
賃
金

な
ど
を
伝
え
る
こ
と
！

賃
金
処
理
の
実
績
開
示
な
ど

基
本
的
な
認
識
を
一
致

経�

営
側
：
職
場
の
人
数
規
模
に

よ
り
当
日
に
な
る
可
能
性
も

あ
る
。
「
事
前
に
伝
え
る
」

と
約
束
で
き
る
も
の
で
は
な

い
が
丁
寧
に
説
明
し
て
い

く
。
ま
た
、
組
合
が
求
め
て

い
る
通
り
、
社
員
か
ら
申
告

が
あ
れ
ば
開
示
を
拒
む
も
の

で
は
な
い
。

「
休
業
」
を
実
施
す
る
場

合
は
、
前
月
の
勤
務
指
定

日
と
す
る
こ
と
と
し
、
勤

務
の
取
り
扱
い
を
明
確
に

す
る
こ
と
！

運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
認
識
が
一
致

経�

営
側
：
基
本
的
に
は
勤
務

指
定
の
際
に
「
休
業
」
の

日
を
指
定
す
る
こ
と
と
な

る
。
な
お
、
勤
務
指
定
後

に
予
測
し
得
な
い
事
態
が

生
じ
た
場
合
な
ど
に
は
、

新
た
に
「
休
業
」
を
命
ず

る
場
合
や
指
定
し
た
「
休

業
」
を
変
更
す
る
場
合
も

あ
る
。

組�

合
側
：
勤
務
の
取
り
扱
い

は
「
一
旦
指
定
し
た
勤
務

及
び
休
日
等
の
取
扱
い
」

に
則
り
「
原
則
的
取
扱

い
」
と
す
る
こ
と
。
休
日

明
示
も
16
項
目
に
従
っ
て

取
り
扱
う
こ
と
。

経�

営
側
：
同
じ
認
識
で
あ
る
。

「
休
業
」
を
指
定
さ
れ
て

い
る
当
日
に
な
っ
て
の
業

務
上
の
都
合
に
よ
る
勤
務

変
更
は
行
わ
な
い
こ
と
！

運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
認
識
が
一
致

経�

営
側
：
出
動
を
命
ず
る
こ

と
は
基
本
的
に
考
え
て
い

な
い
。
し
か
し
、
特
休
、

公
休
に
よ
る
休
日
出
勤
、

本
人
同
意
の
年
休
取
り
消

し
も
ダ
メ
だ
っ
た
場
合
も

想
定
さ
れ
、
呼
び
出
す
可

能
性
は
ゼ
ロ
と
は
言
え
な

い
。

組�

合
側
：
社
員
を
呼
び
出
す

可
能
性
を
残
し
て
い
る

時
点
で
「
企
業
活
動
は
あ

る
」
と
言
え
る
。
「
休

業
」
を
指
示
す
る
の
は
お

か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

社
会
的
に
も
第
三
者
的

に
も
良
識
の
範
疇
で
「
呼

び
出
し
は
致
し
方
な
い
」

と
認
め
ら
れ
る
場
合
以
外

は
、
呼
び
出
し
を
行
わ
な

い
と
確
認
で
き
る
か
。

経�
営
側
：
良
識
の
範
疇
で
「
致

し
方
な
い
」
と
認
め
ら
れ
る

場
合
以
外
の
呼
び
出
し
は
行

わ
な
い
。

「
休
業
」
指
定
日
に
年
休

取
得
を
可
能
と
す
る
こ

と
！

経
営
側
と
「
公
正
性
を
重
ん

じ
る
」
こ
と
を
確
認

経�

営
側
：
「
休
業
」
指
定
日
に

年
休
取
得
を
可
能
と
す
る
と

公
平
で
は
な
く
な
る
た
め
、

勤
務
は
「
発
生
順
処
理
」
が

基
本
で
あ
る
。

組�

合
側
：
年
間
五
日
取
得
と
し

た
法
令
は
「
休
業
」
で
あ
っ

て
も
順
守
す
べ
き
で
あ
る
。

経�

営
側
：
労
基
法
に
基
づ
い
た

「
年
間
五
日
間
の
年
休
取

得
」
に
関
し
て
、
取
得
し
て

い
な
い
社
員
が
い
れ
ば
、
会

社
が
「
指
定
年
休
」
を
入
れ

る
。
そ
の
ほ
か
は
、
事
由
に

　

私
た
ち
を
取
り
巻
く
情
勢

と
し
て
、
厚
生
労
働
省
は
9

月
1
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
に
関
連
す
る

解
雇
や
雇
い
止
め
が
、
8
月

末
で
見
込
み
を
含
め
、
5
万

人
を
超
え
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
感
染
終
息
の
見
通

し
は
立
た
ず
、
非
正
規
労
働

者
を
中
心
に
厳
し
い
状
況
が

続
い
て
い
る
。

　

Ｊ
Ｒ
東
日
本
の
第
1
四
半

期
決
算
は
、
単
体
、
連
結
決

算
と
も
に
9
期
ぶ
り
の
減
収

で
、
第
1
四
半
期
決
算
と
し

て
は
過
去
最
低
と
な
り
、
厳

し
い
経
営
状
況
と
な
っ
た
。

　

ト
ヨ
タ
自
動
車
は
、
毎
年

春
の
定
期
昇
給
の
算
定
方

法
を
見
直
す
と
の
発
表
を
行

い
、
一
律
の
定
期
昇
給
を
や

め
て
、
人
事
評
価
に
連
動

さ
せ
る
方
式
を
２
０
２
１
年

に
導
入
し
た
い
考
え
を
示
し

た
。
こ
の
新
し
い
算
定
方
法

で
は
「
一
律
」
か
ら
「
成

果
」
に
見
直
さ
れ
、
社
員
に

よ
っ
て
は
定
期
昇
給
ゼ
ロ
の

場
合
も
あ
り
え
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
２
０
２
０

年
春
闘
で
経
団
連
が
提
起
し

た
、
年
功
序
列
型
の
賃
金
と

終
身
雇
用
の
雇
用
形
態
の
見

直
し
か
ら
成
果
重
視
へ
の
転

換
で
あ
り
、
他
の
企
業
も
見

直
し
の
可
能
性
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
の
報
道
が
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
働
く
側
に

と
っ
て
厳
し
い
環
境
に
な
っ

て
き
て
い
る
中
、
労
働
環
境

や
賃
金
な
ど
、
経
営
側
と
協

議
を
で
き
る
の
が
労
働
組
合

で
あ
り
、
今
回
提
案
さ
れ
た

「
休
業
指
示
に
係
る
就
業
規

則
等
の
改
正
に
つ
い
て
」
の

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
運
用

等
、
様
々
労
使
で
議
論
を
行

っ
て
き
た
。

　

組
合
員
と
Ｊ
Ｒ
労
働
者
が

安
心
し
て
働
け
る
環
境
を

つ
く
り
だ
す
た
め
に
、
私
た

ち
東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
に
結
集

し
、
一
緒
に
取
り
組
み
ま
し

ょ
う
！

よ
っ
て
個
別
に
判
断
し
た

い
。

「
待
命
休
職
」
は
解
雇
前

提
以
外
に
は
発
令
し
な
い

こ
と
！

基
本
的
な
認
識
と
「
待
命
休

職
」
の
性
質
を
確
認

組�

合
側
：
「
待
命
休
職
」
の
目

的
は
「
解
雇
」
を
前
提
と
し

た
も
の
か
。

経�

営
側
：
解
雇
を
前
提
に
想
定

は
し
て
い
な
い
が
「
待
命
休

職
」
の
目
的
は
「
整
理
解

雇
」
と
「
経
営
破
綻
」
を
さ

せ
な
い
た
め
の
も
の
で
あ

る
。

「
待
命
休
職
」
に
お
い
て

も
期
間
一
日
に
つ
き
平
均

賃
金
の
「
60
／
１
０
０
以

上
」
と
す
る
こ
と
！

運
用
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

基
本
的
な
認
識
は
一
致

経�

営
側
：
「
待
命
休
職
」
を
発

令
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
業

績
に
対
す
る
影
響
が
大
き
い

た
め
最
低
保
証
の
「
60
／
１

０
０
」
と
す
る
。
雇
用
を
つ

な
ぐ
た
め
で
あ
り
、
変
更
す

る
考
え
は
な
い
。

　

�

「
休
業
＝
日
単
位
」
「
待
命

休
職
＝
月
単
位
」
で
あ
る

が
、
業
績
の
悪
化
な
ど
か
ら

「
休
業
」
か
ら
「
待
命
休

職
」
へ
の
移
行
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
一
時
的
に
併
用

に
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ

る
。

組�

合
側
：
期
間
の
違
い
だ
け
で

「
会
社
の
責
に
帰
す
る
事

由
」
は
同
じ
で
あ
り
、
同
理

由
、
同
期
間
に
「
休
業
」
と

「
待
命
休
職
」
を
併
用
す
べ

き
で
は
な
い
。

雇
用
と
生
活
を
守
る
た
め

雇
用
と
生
活
を
守
る
た
め

東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
に
結
集
し
よ
う
！

東
日
本
ユ
ニ
オ
ン
に
結
集
し
よ
う
！


